
 
【問】 

当社グループは、個人株主 X が各社の株式を 100%
保有する同族会社グループです。主要事業を営む A 社、

B 社とも業績は順調で今後も拡大が見込まれ、新興事

業として研究開発を続けてきた C 社についても、よう

やく大量生産・市場投下できる見込みが立ちました。 
そこで当社としては、効率的なグループ経営及び

更なるグループ事業の拡大を目指し、下記の事項を

検討しています。株主 X の課税関係はどのようにな

るでしょうか。 
 ①株式移転の方法により持株会社 P 社を組成し、

現在各社で行っている総務・経理機能を持株会社 P
社に集約（株式移転に際して X は P 社株式のみの交

付を受ける） 
 ②①の後、スピーディーなシェア確保が求められ

る C 社については、ファンドから出資を受け入れる

ことにより生産規模を大幅に拡大 
 
 

 
  

 
【回答】 
１．結論 
株主 X について、P 社に対する A 社、B 社、C 社（以

下「子法人」）株式の譲渡がなかったものとみなされ、譲

渡所得に係る所得税は課税されません（所法 57の 4②）。 
２．解説 
(1)株式移転 
株式移転とは、１社又は複数の会社が発行済株式の全

部を新たに設立する株式会社（「株式移転完全親法人」）

に取得させる会社法の手法をいいます（会社 2 三十二）。

通常、既存会社の株主は取得させた既存会社の株式の代

わりに、新設会社の株式の交付を受けるため、資金負担

を掛けずに持株会社体制に移行する方法として利用さ

れています。 
(2)株式移転により個人株主が保有株式を株式移転完全

親法人に譲渡した場合の譲渡所得の特例 
①原則 
個人株主が保有株式を株式移転完全親法人に譲渡した

場合は、その譲渡益は譲渡所得等とされ、個人株主に所

得税が課税されます（所法 33①）。 
②特例 
 個人株主が、保有する株式の発行法人の行う株式

移転により株式移転完全親法人（株式移転により他

の法人の発行済株式の全部を取得し設立された法人。 
法法 2 十二の六の六）に株式を譲渡した場合で、株

式移転完全親法人の株式以外の資産が交付されない

株式移転であるときは、その株式の譲渡はなかった

ものとみなされます（所法 57 の 4②）。この場合にお

いて、個人株主が新たに取得した株式移転完全親法

人の株式の取得価額は、旧株の取得価額とされます

（所令 167 の 7）。 
(3)本件への当てはめ 

質問の場合には、株主 X は子法人の行った株式移

転により子法人株式を譲渡していますが、P 社（株

式移転完全親法人）株式のみの交付がされる株式移

転のため、それぞれの子法人株式の譲渡はなかった

ものとみなされ、譲渡所得に係る所得税は課税され

ません。なお、株主 X が新たに取得した P 社株式の

取得価額は子法人株式の取得価額の合計となります。 
 

 ３．法人税法上の適格株式移転との関係 
(1)適格株式移転 

法人税法上、一定の要件を満たす株式移転は「適

格株式移転」として、基本的に課税関係を発生させ

ない取り扱いになっています。本件の場合、子法人

間には、株主 X による完全支配関係（100%保有）が

あるため、以下の要件を満たせば、適格株式移転に

該当します（法法 2 十二の十八、法令 4 の 3）。 
①株主X に親会社となるP 社株式以外の資産が交付

されないこと 
②株式移転後に株主 XとP 社の間で完全支配関係が

継続することが見込まれる
．．．．．

こと 
③株式移転後に株主 X と子法人の間で完全支配関係

が継続することが見込まれる
．．．．．

こと 
(2)本件の判断と株主 X の課税関係 
  本件については、株式移転後にファンドからの出

資を受け入れた場合、上記(1)③株主 X と C 社間の完

全支配関係が継続しないこととなります。従って、株

式移転時に完全支配関係が継続することが見込まれ
．．．．

る
．
かどうかにより、「適格株式移転」に該当するか判

断が異なります。ただし、株主 X の課税関係につい

ては、2.(2)②の通り、適格かどうかにより課税関係が

異なるところではありません。 （担当：中坂克司） 
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